
　　　informations for living              くらしの情報
※詳しくは問にお問い合わせください。

　

詳
し
く
は
各
ク
ラ
ブ
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
対
象　
就
労
な
ど
で
、
保
護
者

平
成
31
年
度
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
の
申
し
込
み

行
政
相
談
委
員
制
度
を

ご
存
知
で
す
か

　

総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た

行
政
相
談
委
員
が
各
市
町
村
に

一
人
以
上
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
、
行
政
に
関
す
る
苦
情
や

相
談
な
ど
を
広
く
受
け
付
け
、

公
正
中
立
の
立
場
か
ら
、
助
言

や
関
係
機
関
に
対
す
る
通
知
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ど
こ
に
相
談
し
た
ら
よ
い
の

か
わ
か
ら
な
い
困
り
ご
と
な
ど
、

行
政
相
談
委
員
に
お
気
軽
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。
相
談
無
料

で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

【
行
政
相
談
委
員
開
設
の
相
談
窓

口
や
行
政
相
談
に
つ
い
て
】

☎
０
５
７
０・
０
９
０・
１
１
０

漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選

挙
人
名
簿
の
縦
覧

９
月
１
日
現
在
調
べ
の「
県
有

明
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
」を
縦
覧
で
き
ま
す
。

●
期
間　

10
月
20
日
㈯
～
11
月
３
日
㈯

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

●
場
所　
市
役
所
1
階　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

●
異
議
の
申
し
出

登
録
漏
れ
や
間
違
い
が
あ
れ
ば
、

異
議
の
申
し
出
が
で
き
ま
す
。

期
間
内
に
印
鑑
を
持
っ
て
、
選

挙
管
理
委
員
会
事
務
局
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☎
63
・
１
２
５
４

10
月
は
「
市
民
み
な
ス
ポ
ー

ツ
の
月
」
で
す
。
多
く
の
人
に

気
軽
に
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
ん
で

い
た
だ
け
る
よ
う
、
運
動
公
園

内
の
施
設
を
無
料
で
開
放
し
ま

す
。

※
屋
外
施
設
の
照
明
料
金
は
有

料
で
す
。

●
日
時

10
月
6
日
㈯
～
8
日
㈪

午
前
９
時
～
午
後
５
時

●
使
用
で
き
る
施
設

運
動
公
園
内
の
全
て
の
施
設

●
使
用
条
件

各
施
設
の
1
コ
ー
ト
（
卓
球
台

は
１
台
）
を
1
グ
ル
ー
プ
に
つ

き
２
時
間
ま
で
使
用
で
き
ま
す
。

●
申
込
方
法

事
前
に
運
動
公
園
管
理
事
務
所

運
動
公
園
内
の
施
設
を
開

放
し
ま
す

農
薬
容
器（
産
業
廃
棄
物
）

を
回
収
し
ま
す

使
用
済
み
農
薬
空
き
容
器
の

焼
却
・
廃
棄
は
違
法
で
す
。
ル
ー

ル
を
守
っ
て
回
収
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

●
日
時　
10
月
10
日
㈬

午
前
９
時
～
午
後
４
時

●
場
所　
Ｊ
Ａ
た
ま
な
荒
尾
供
給

セ
ン
タ
ー

●
対
象　
プ
ラ
ボ
ト
ル
、水
和
剤・

粉
粒
剤
の
袋
、
農
薬
ビ
ン
類
、
農

薬
缶
類
、
ペ
ー
ル
缶

●
回
収
方
法

介
護
保
険
料
の
特
別
徴
収

決
定
通
知
書
を
送
り
ま
す

平
成
30
年
度
の
市
民
税
額
が

確
定
し
、
介
護
保
険
料
が
決
定

し
ま
し
た
。
10
月
中
旬
ま
で
に
、

65
歳
以
上
で
介
護
保
険
料
を
特

別
徴
収（
年
金
天
引
き
）
で
納
め

て
い
る
人
に
特
別
徴
収
決
定
通

知
書
を
送
り
ま
す
。

問
高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
係

☎
63
・
１
４
１
８

屋
外
広
告
物
は
設
置
許
可

が
必
要
で
す

　
立
看
板
、
貼
り
紙
、
の
ぼ
り
、

広
告
塔
、
屋
上
広
告
、
壁
面
広

告
な
ど
の
屋
外
広
告
物
を
設
置

す
る
と
き
は
、
自
己
の
土
地
、

建
物
な
ど
で
あ
っ
て
も
、
原
則

と
し
て
事
前
に
県
の
許
可
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
地
域

ご
と
に
、
広
告
物
の
種
類
や
表

示
で
き
る
面
積
、
広
告
物
の
設

置
が
禁
止
さ
れ
る
物
件
な
ど
の

基
準
が
あ
り
ま
す
。
申
請
に
際

し
て
は
、
ル
ー
ル
の
確
認
、
景

観
へ
の
影
響
、
事
故
を
起
こ
さ

な
い
た
め
の
定
期
的
な
点
検
、

な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
玉
名
地
域
振
興
局
維
持
管
理

調
整
課　
☎
74
・
２
１
４
３

が
放
課
後
な
ど
に
児
童
を
保
育

で
き
な
い
家
庭
の
小
学
生
（
新

1
年
生
～
６
年
生
）

※
低
学
年
優
先
。
家
族
構
成
を

考
慮
し
ま
す
。

●
募
集
受
付
期
間

11
月
1
日
㈭
～
22
日
㈭

※
各
施
設
の
休
日
は
除
く
。

※
申
込
期
間
外
に
申
し
込
む
と
、

欠
員
補
充
と
し
て
、
待
機
扱

い
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
申
込
方
法　

放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
加
入
申
請
書
（
以

下
、
申
請
書
）
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
保
護
者
の
就
労
証
明

書
な
ど
を
添
え
て
、
第
一
希
望

の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
平
井

小
・
有
明
小
・
清
里
小
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
は
子
育
て
支
援
課
）

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

就
労
証
明
書
な
ど
に
つ
い
て
は
、

保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
な
ど

の
平
成
31
年
度
新
規
申
込
や
現

況
届
な
ど
で
提
出
さ
れ
て
い
る

と
き
は
不
要
で
す
。

※
申
請
書
は
各
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
で
配
布
し
て
い
ま
す

（
10
月
中
旬
か
ら
配
布
予
定
）。

●
保
護
者
の
状
況
に
応
じ
た
提
出

書
類

・
就
労
（
家
庭
外
労
働
）
…
就
労

証
明
書

・
就
労
（
家
庭
内
労
働
）
…
申
立

書
・
疾
病
・
障
害
、
介
護
な
ど
…
病

院
の
診
断
書
、
障
害
者
手
帳
の

写
し
な
ど

・
就
学
…
在
学
証
明
書
な
ど

・
求
職
中
…
申
立
書
な
ど

問
子
育
て
支
援
課
保
育
幼
稚
園

係　
☎
63
・
１
４
１
７

【
実
施
場
所
】

校
区

ク
ラ
ブ
名
（
実
施
場
所
）

申
・
問
（
受
付
時
間
）

中
央
小

荒
尾
中
央
学
童
ク
ラ
ブ

（
児
童
養
護
施
設
シ
オ
ン
園
内「
海か
い
し
ん
か
ん

心
館
」）
☎
62
・
３
１
８
１

（
午
後
1
時
～
6
時
30
分
）

万
田
小

万
田
学
童
ク
ラ
ブ

（
旧
荒
尾
二
小
北
校
舎
1
階
）

☎
69
・
０
１
７
０

（
午
後
2
時
30
分
～

5
時
30
分
）

万
田
小

一
小

み
や
じ
ま
学
童
ク
ラ
ブ

（
み
や
じ
ま
幼
稚
園
）

☎
62
・
６
２
３
４

（
午
後
1
時
～
6
時
）

一
小

学
童
ク
ラ
ブ
あ
お
ば

児
童
と
高
齢
者
・
障
害
者
交
流
拠
点

　
「
あ
お
ば
」［
旧
青
葉
幼
稚
園
］

☎
62
・
５
５
０
０

（
午
前
8
時
30
分
～

午
後
5
時
15
分
）

桜
山
小

小
鳩
児
童
ク
ラ
ブ

（
小
鳩
幼
稚
園
）

☎
68
・
１
１
０
４

（
午
前
9
時
30
分
～

午
後
6
時
）

緑
ケ
丘
小
カ
ン
ガ
ル
ー
学
童
ク
ラ
ブ

（
カ
ン
ガ
ル
ー
保
育
園
）

☎
65
・
８
６
５
５

（
午
前
8
時
30
分
～

午
後
5
時
30
分
）

府
本
小

八
幡
小

小
岱
学
童
ク
ラ
ブ

（
府
本
幼
稚
園
）

☎
０
８
０・４
８
８
０
・

　
０
２
４
２

（
午
後
1
時
30
分
～
6
時
）

平
井
小

平
井
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
平
井
小
学
校
内
学
童
教
室
）

子
育
て
支
援
課

☎
63
・
１
４
１
７

（
午
前
8
時
30
分
～

午
後
5
時
15
分
）

有
明
小

有
明
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
有
明
小
学
校
内
学
童
教
室
）

清
里
小

清
里
小
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
清
里
小
学
校
敷
地
内
学
童
専
用
棟
）

①
Ｊ
Ａ
指
定
の
回
収
袋
に
入
れ
、

プ
ラ
ボ
ト
ル
と
紙
袋
は
分
別

し
て
く
だ
さ
い
。
紙
袋
は
残

量
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

②
プ
ラ
ボ
ト
ル
は
洗
浄
し
、
フ

タ
を
は
ず
し
て
下
向
き
に
15

本
ほ
ど
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

※
残
液
が
あ
る
と
回
収
で
き
ま

せ
ん
。
回
収
袋
は
１
枚
１
０
０

円
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

問
Ｊ
Ａ
た
ま
な
荒
尾
供
給
セ
ン

タ
ー　
☎
68
・
１
４
２
０

で
申
請
し
て
く
だ
い
。

　
　

  

問
運
動
公
園
管
理
事
務
所  

　
　

  

☎
62
・
５
１
６
３

10
月
は
里
親
月
間
で
す

　

里
親
制
度
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

理
由
で
家
庭
で
生
活
で
き
な
く

な
っ
た
子
ど
も
を
迎
え
入
れ
、

温
か
い
愛
情
と
正
し
い
理
解
を

持
っ
た
家
庭
環
境
の
下
で
養
育

す
る
制
度
で
す
。
里
親
制
度
に

つ
い
て
知
り
た
い
な
ど
あ
り
ま

し
た
ら
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課

☎
63
・
１
４
１
７
（
直
通
）

問
県
中
央
児
童
相
談
所

☎
０
９
６・
３
８
１・
４
４
５
１

（
里
親
担
当
者
）

問
児
童
養
護
施
設
シ
オ
ン
園

☎
62
・
０
４
２
８
（
里
親
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
）

障
害
年
金
を

ご
存
知
で
す
か
？

　

次
の
要
件
を
満
た
す
と
障
害

基
礎
年
金
・
障
害
厚
生
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
受
給
要
件

①
初
診
日
に
年
金
に
加
入
し
て

い
る
こ
と

※
障
が
い
の
原
因
と
な
っ
た
病
気

や
け
が
で
、
初
め
て
医
師
の
診

療
を
受
け
た
日
（
初
診
日
）
に
、

年
金
に
加
入
し
て
い
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
年
金
に
加

入
し
て
い
な
い
20
歳
前
や
60
歳

以
上
65
歳
未
満
の
期
間
（
日
本

国
内
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
条

件
）
に
初
診
日
が
あ
る
と
き
も

含
み
ま
す
。

②
一
定
の
障
が
い
の
状
態
に
あ

る
こ
と

③
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
保
険

料
納
付
要
件
を
満
た
し
て
い

る
こ
と

●
請
求
手
続
き
先

◎
障
害
基
礎
年
金
…
健
康
生
活

課
国
保
年
金
係

◎
障
害
厚
生
年
金
…
玉
名
年
金

事
務
所

※
障
害
年
金
を
受
け
る
に
は
、

本
人
ま
た
は
家
族
に
よ
る
年

金
の
請
求
手
続
き
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
玉
名

年
金
事
務
所
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
玉
名
年
金
事
務
所

☎
74
・
１
６
３
８

「
働
き
方
」

が
変
わ
り
ま
す

　

２
０
１
９
年
4
月
1
日
か
ら

働
き
方
改
革
関
連
法
が
順
次
施

行
さ
れ
ま
す
。

①
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
が

導
入
さ
れ
ま
す

②
年
次
有
給
休
暇
の
確
実
な
取

得
が
必
要
で
す

③
正
規
雇
用
労
働
者
と
非
正
規

雇
用
労
働
者
の
間
の
不
合
理

な
待
遇
差
が
禁
止
さ
れ
ま
す

問
熊
本
労
働
局
雇
用
環
境
・
均

等
室

☎
０
９
６・
３
５
２・
３
８
６
５

※
具
体
的
な
労
務
手
続
き
の
手

法
に
関
し
て
は
、

問
熊
本
県
働
き
方
改
革
推
進
支

援
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
６・
３
５
３・
１
７
０
０

間
違
い
電
話
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
（
上
下
水
道
）

　

最
近
、
上
下
水
道
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
電
話
番
号
の
間
違

い
が
大
変
増
え
て
い
ま
す
。

　

上
下
水
道
な
ど
に
関
す
る
問

い
合
わ
せ
は
、
左
記
の
番
号
と

な
り
ま
す
。
お
間
違
え
な
い
よ

う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
荒
尾
市
企
業
局
お
客
様
セ
ン

タ
ー
】

●
料
金
な
ど
に
関
す
る
こ
と

☎
64
・
３
３
３
３

●
漏
水
や
時
間
外
の
緊
急
時
な
ど

☎
64
・
３
３
２
１

かける前に電話番
号の確認をお願い
します。
あらぞうくんより

スポーツの秋を、
みんなで楽しもう！
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